
【 現状と課題 】

現行過疎地域

過疎市町村（２条１項） ⑪市町村

みなし過疎地域（33条１項） ⑤市町

川本町
雲南市

美郷町

飯南町

邑南町

浜田市

益田市

西ノ島町

知夫村
海士町

松江市

出雲市

大田市

奥出雲町

安来市

東出雲町斐川町

津和野町 吉賀町

江津市

隠岐の島町

一部過疎地域（33条２項） ③市
（六日市町）

（柿木村）

（津和野町）

（日原町） （匹見町）

（美都町）
（益田市）

（浜田市）

（三隅町）
（弥栄村）

（金城町）
（旭町）

（江津市）

（大田市）

（松江市）（平田市）

（安来市）

（石見町）

（瑞穂町） （羽須美村）

（大和村）

（邑智町）

（仁摩町）

（温泉津町）

（赤来町）

（頓原町）

（掛合町）
（吉田村）

（大社町）

（大東町）

（仁多町）

（横田町）

（広瀬町）
（伯太町）

（八雲村）

（玉湯町）（宍道町）

（加茂町）

（木次町）
（三刀屋町）

（湖陵町）

（鹿島町） （美保関町）

（桜江町）

（八束町）
（西郷町）

（布施村）
（五箇村）

（都万村）

（島根町）

（出雲市）

（佐田町）

（多伎町）

（六日市町）

（柿木村）

（津和野町）

（日原町） （匹見町）

（美都町）
（益田市）

（浜田市）

（三隅町）
（弥栄村）

（金城町）
（旭町）

（江津市）

（大田市）

（松江市）（平田市）

（安来市）

（石見町）

（瑞穂町） （羽須美村）

（大和村）

（邑智町）

（仁摩町）

（温泉津町）

（赤来町）

（頓原町）

（掛合町）
（吉田村）

（大社町）

（大東町）

（仁多町）

（横田町）

（広瀬町）
（伯太町）

（八雲村）

（玉湯町）（宍道町）

（加茂町）

（木次町）
（三刀屋町）

（湖陵町）

（鹿島町） （美保関町）

（桜江町）

（八束町）
（西郷町）

（布施村）
（五箇村）

（都万村）

（島根町）

（出雲市）

（佐田町）

（多伎町）

現行の過疎地域自立促進特別措置法にかわる
新たな法律の制定について　　　　　　　　

【 内閣官房・内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省 】

１　平成２１年度末に失効する現行の過疎地域自立促進特別措置法にかわる新たな法
律を制定し、過疎地域の自立的かつ特色ある発展を図ること。
２　新たな法律は、過疎地域が都市住民の生活や産業活動を支えているという「共生・
互恵」の意義と役割に基づいて制定すること。
３　新たな過疎対策は、次の事項を踏まえた総合的な対策とすること。
　⑴引き続き情報通信基盤など必要な社会基盤整備を進めること。
　⑵新たな地域運営や産業振興、医療提供体制・教育環境の整備などのためのソフト

事業を充実強化すること。
　⑶ソフト事業に対応するための基金創設など、過疎債の制度を拡充すること。
４　指定要件や指定単位については、「みなし過疎地域」や「一部過疎地域」も含め、
現行の過疎地域を引き続き指定することを基本としつつ、幅広く検討すること。

【 本県の取組状況・方針 】
　○ 平成２０年５月、「島根県過疎・中山間地域対策研究会」が検討してきた成果を島根県提言

として取りまとめ、公表した。
　○ 平成２０年１１月、中国四国地方９県により、新たな過疎対策に向けた共同提案を全国で初

めて取りまとめ、国等に対して要望活動を行った。

【 提案要望の効果 】
　○過疎地域が特色ある自立的な発展・活性化を図ることにより、持続可能な社会の形成と国

民経済の発展に寄与する。

提案・要望の内容

島根県




